
25　広報西ノ島 11月号

お知らせ

　令和 4年 12 月末までにマイナンバーカードを申し込んだ方は、最大 20,000 円分のマイナポイ
ントの付与対象となります（マイナポイントの申請期限は令和 5年 2月末まで）。西ノ島町ではマ
イナンバーカード取得強化の取組みとして、次の申請サポートを実施しています。まだマイナン
バーカードをお持ちでない方は、この機会に申し込んでみませんか。

１．出張申請サポート
　マイナンバーカードの申請希望者（西ノ島町に住民登録がある人が対象）が概ね５名以上見込まれる事業所
や地域の団体（自治会、老人会等）、個人のグループを対象に、町役場職員が職場や地域の集会所等に出向いて、
一括でマイナンバーカードの申請を受け付けます。交付されるマイナンバーカードは後日、本人限定受取郵便
でご自宅に郵送しますので、役場へ出向くことなくカードの受け取りも可能です。この機会に是非ご利用くだ
さい。
　※日程や会場等の調整が必要となりますので、事前にご相談ください。

２．マイナポイント申請サポート
　マイナンバーカードをお持ちの方向けに、マイナポイントの申請サ
ポートを実施しております。

≪受付場所≫
　西ノ島町役場　町民課
≪受付時間≫
　平日：午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで
≪必要なもの≫
　●マイナンバーカード
　　→ 4ケタの暗証番号を使います
　●お持ちのスマートフォン
　　→スマートフォンをお持ちでない方は事前にご相談ください

お 願 い
マイナポイント申請時に決済
サービス ID 及びセキュリティ
コードが必要になりますので、
キャッシュレス決済サービスの
事前登録をお願いします。
※決済サービスの登録や申請に必
要な ID 等の取得については、
町職員では対応しかねますので
ご了承ください。

　松江地方法務局と島根県人権擁護委員連合会では、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るための取
り組みの一つとして、11 月 18 日から 24 日までの一週間を、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週
間と定め、下記のとおり受付時間を通常より延長して電話相談をお受けします。
　夫やパートナーからの暴力、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、新型コロナ
ウイルス感染症に関連した不当な差別や偏見などでお困りの方、周りでそういったことを見聞きしたとい
う方は、一人で悩まずに「女性の人権ホットライン」にお電話ください。
　相談は無料で、相談内容の秘密は厳守しますので安心してご相談ください。

１．強化週間実施日時　（１）期間：令和４年１１月１８日（金）から２４日（木）まで
　　　　　　　　　　　（２）時間：午前８時３０分から午後７時まで
　　　　　　　   　　　　　　　　  ただし、土曜日・日曜日は午前１０時から午後５時まで
２．電話番号　０５７０－０７０－８１０
３．相 談 員　法務局職員又は人権擁護委員
４．主 催 者　松江地方法務局・島根県人権擁護委員連合会
５．そ の 他　事前のお問い合わせは、松江地方法務局人権擁護課まで
　　　　　　　  電話：０８５２－３２－４２６０ 0570-0

ゼロナナゼロのハートライン

70-810
女性の人権ホットライン

11 月 18日～ 24日は

　女性の人権ホットライン強化週間です

マイナンバーカード取得強化期間
マイナポイント付与対象となる申請期限が12月末まで延長となりました！

お問い合わせ先：西ノ島町役場 町民課 戸籍係（電話：08514 - 6 - 0103）

　　→スマートフォンをお持ちでない方は事前にご相談ください
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